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三田社会学第4号(1999)

ア ル フ レ ッ ド ・シ ュ ッ ツ に お け る 〈合 理 性 〉 概 念

シュ ッツ=パ ーソンズ論争 と概念構成のための諸公準

            Schutz's Concept of'Rationality':

Schutz-Parsons Correspondence and Schutz's Some Postulates.

矢田部 圭介

1.序

 1940年10月 、 アル フ レ ッ ド ・シ ュ ッツは 『社 会的行 為 の構 造」 (Parsons【1937=197

6Pに つい ての書 評論文 を タル コ ッ ト ・パ ー ソ ンズへ 送 った。 これが 、現在 、 「社 会理 論

の構成:A.シ ュ ッツ=T.パ ー一ソ ンズ往復書 簡」(Schutz&Parsons【1977→1978=1980]、

以下 『往復 書簡 』)と して 出版 されて い る、 「シ ュ ッツ=パ ー ソ ンズ論 争」 の直接 の発端

であ る。 しか し、 この 「論 争」 には前史 があ る。 シ ュ ッツが この書 評 に没頭 して い る193

8年 か ら、 シュ ッツ とパー ソ ンズ は、パ ー ソ ンズ が発起 し主催 す る予 定 であ った 「合理性

につ いて のハ ーバー ドゼ ミナー ル」 へ の シュ ッツの 参加 に関 して事務 的 な連 絡 を取 り合 っ

てい た。 このゼ ミナ ール は1940年4月 に開か れ、 そ こで シ ュ ッツ は、の ちに著作 集 に 「社

会的世 界 にお け る合 理性 の問 題」 (Schutz【1943→1964: ..=1991:97-129)と 題 して

お さめ られ るこ とにな る報告 を行 な ってい る。そ のため もあ って 、 『往復書 簡」 にお いて

も、 「合理性 」 をめ ぐる問 題 は、通奏低 音 として 、 と きに は主旋律 と して響 くこ とにな っ

たの だ2)。

 この ような 「合 理性 」 をめ ぐるパ ーソ ンズ とのや りと りは、 シュ ッツに とって決 して一

時期 のエ ピソー ドにす ぎなか ったわ けで はない。 とい うの も、 「合 理性」 の問題 はシュ ッ

ツの科学論 や行 為論 な どの根幹 に関 わってお り、議 論 の展 開上 、決 して避 け ては通 れない

もの であ っ たか らだ。事 実 、 シュ ッ ツは、 このの ち のい くつか の論 文 で直 接 的 に 「合 理

性」 の問題 に言及 し、 その議論 を改訂 した り整理 し直 した りしているのであ る。

 本稿 で は、 この シュ ッツの 「合 理性」 概念 を明 らか にす る ことを 目的 とす る。そ の際、

シュ ッッの 「論 争」 の相手 で もあ り、 また非 常 に伝 統 的 な仕方 で 「合理性 」 を定 式化 して

いるパ ー ソ ンズ を参照 点 にす る。 そ のため 、 まず第 一 に、パ ー ソ ンズ との 「論争 」 を辿 り

なが ら参 照点 と してのパ ー ソ ンズの 「合理性」 概念 を確 認 し、二 人の立論 の分岐 点 を確 定

す る。第 二 に、 この分 岐点 が シュ ッツの社会 理論 に 占め る位置 を概 念構成 に関す る諸 公準

を検討す る ことで整理 し、最 後に、 シュ ッツの 「合理性」 概念の 内実 を明示 したい。

2.科学 と日常の連続性一一 「事 実」 をめ ぐって
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(1)パー ソンズ にお ける 「事実」 と 「合理性」概念

 「合理 性」 につ いて の シュ ッツ とパ ー ソンズの考 え方の 差 は、 「科 学」 と 「日常」 の関

係 をめ ぐってあ らわれ て くる。 この関係 を明 らか にす るため に、 ここで は まず シュ ッツ と

パ ー ソンズが 「事実」 をどの ように扱 っているか を手がか りとしてみてい こ う。

 『社会 的 行為 の構造 』 の なか で、パ ー ソ ンズはヘ ン ダー ソ ンを引用 して3}、 「事実 とは

r概 念 図 式 を用 い て な され た現 象 に 関す る経 験 的 に検 証 可 能 な命題 』」 で あ る とい う

(Parsons【1937=1976:741)。 ノ¥°一一ソ ンズ は 、 「事 実」 と はつ ね にあ る現 象 に対 す る特定 の

概念 図式 の観点 か らな された、検 証可 能 な言 明で あ る と考 えてい る。 この 「現象 に関す る

命題」 にほか な らない 「事 実」 は、そ れが対応 す る現象 との 関係 で 、真 であ った り偽 であ

った り、 精緻 であ った り曖 昧であ った りす る。 つ ま り経験 的検証 に よって その厳 密性 が確

認 され る。そ れゆ え、真で あ り精緻 で あ るよ うな言 明 としての 「事実」 とは、 当然、経験

的検証 に よって保 証 され た 「事実」 で あ る。 そ して パー ソ ンズ に とって、 この経験 的検 証

によって保 証 された 「事 実」 に よって のみ成立 して い る もの こそが科学 的理 論体系 なので

あ る。 『往 復書簡 』の の ちに書 か れた 『社 会体系 論』 で は、パ ー ソ ンズ は 「イデ オ ロギー

による価値 指向 の正 当化 に関す る認 知的基 準 は、科 学 的妥 当性 の基 準 と同一 で なけれ ばな

らないの は明 らかであ る。 ……すべ ての イデ オロギ ーの教義 が認知 的命 題 として妥 当で あ

る ため の究 極 的権威 は、科 学 的権 威 で なけ れば な らな い」(Parsons【1951=1974:350])と

述 べ て、 さまざ まな信念 体系 の うちで、科 学 こそが経験 的認知 的 な 「正 しさ」 を担 うとい

うことを強調 している。

 『往復書 簡』 の なかで も、現象 の常 識的解 釈 と科 学的言 明 の差異 に話 が及 んだ と き、パ
ー ソ ンズ は次 の よ うに述べ て いる。 「社 会 的事実 の常識 的 な解 釈 と科 学 的言明 との境 界線

の問題 は、基礎 的 な方法論 的原理 の問 題で ある とい う よ り厳密 さの 問題 であ る ように思 わ

れ ます」(Schutz&Parsons l1977→1978=1980:1671)。 つ ま り、現 象 につ いて の言明 で

あ る とい う点 で 日常 的 に言 明 され た 「事 実」 と科 学 的 に言 明 された 「事実」 は同 質的 であ

り、 これ らが異 なるの は、 それぞれの言明、す なわち 「事実」 の厳 密 さの程度 なのである。

 経験 的認 知的 に 「正 しい」 ものへ の関心 は 、 日常 的な行為 者 も同様 に もっては い るが 、

科学 的 な厳 密性 に はい きつ くことが ない だけ なので あ る。 「一方 の もっ とも洗練 された科

学 と他 方 の もっ とも単純 な常 識的行為 におけ る論 理お よび観 察の基 本的諸 範疇 は連続 して

い ます」(Schutz&Parsons[1977→1978=1980:177】)。 つ ま り科学 の 次元 と日常 の次 元

は連続 してお り、 日常 の次元 を厳密化 した ものが科 学 の次元 であ り、科学 の次元 を曖 昧化

した ものが 日常の次 元 なので あ る。 この科学 の次 元(と くにその 「科 学 的手続 きに よる検

証 可能性 」)が 保証 す る、現象 につ いて の言明で あ る 「事実」 の厳 密 さ一一 す な わちその

「事実」 の 「正 しさ」一一 こそ、パ ー ソ ンズが 「合 理性」 と呼 んで い る もの とい えるだ ろ

う。
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行為 が合理 的 であ るの は、 それが 、状 況の 諸条件 の なか で可能 な 目的 を追求 し、行 為

者 に入手可 能 な手段 の うち で、実証 的 で経験 的 な科学 に よって 検証 され 理解 可能 な理

由 に基 づ いて 、 目的 に とっ て内在 的 に最 も適 合 的 な手段 を用い る限 りにおい てで あ る

(Parsons[1937=1989:97-98]) o

こ う して、パ ー ソ ンズ に とって は 「行 為者 を科学 者 と類似 な もの と想 定す るの にいか なる

困難 も存 在 しない」 (Parsons【1937=1989:98P。 あ らゆ る行 為 は、 「合 理 性」 の 尺 度

で測 る こ とがで き、そ の科 学 的精確性 、 いわ ば合理 的要素 の厳密 さが 高 ければ高 い ほ ど、

その行為 は合理的 な行 為 と呼ばれ るこ とがで きるので ある。

(2)シ ュ ッツにおけ る 「事実」

 シュ ッッの死 後 、1977年 に出版 され たr往 復書 簡 」ヘ パ ー ソ ンズが寄 せ た 「35年 後 の

回想」 の なかで も、改 めて彼 は シュ ッツの 日常性 と科 学性 に関す る立場 を批判 して、次 の

ように述 べ てい る。 「シュ ッツ博士 は、行 為者 の見 地 と科学 的観 察者 や分析 者の 見地 との

間 に まっ た く非現 実的 ともいえ る鋭 い対照 を持 ち出 して根 本的 に両者 を相互 に引 き離 して

しまってい る よ うに見 え ます 。 まった く正 反対 に両者 は密接 に結 び合 わ さってい ます し、

そ れに科 学 『す る』 とい うこ とは行 為 の極 端 な ひ とつの タイ プで あ るわ けで す」(Schutz

&Parsons 【1977→1978=1980:246])。 も しシ ュ ッツが 生 きて いれ ば、彼 は この パ ー

ソンズの論述 の後 半 について は喜 んで首肯 す る ことだ ろ う。 しか し、 少 な くともパ ー ソ ン

ズ は、シ ュ ッツが これ に同意 す るそのい み を理 解 してい ない。 まさにこの点 こそ が、 『往

復書 簡」 において二 人 の分か ち合 えなか った見解 だ ったの であ る。そ れで は、 シュ ッッに

おいて、 日常性 と科学性 の連続 と分離 は、 どの ように位置づ け られてい るのであ ろ うか。

 ここで も 「事 実」 とい うこ とば を手 がか りに しよう。 シュ ッツは、先 に述べ た よ うなパ

ー ソ ンズの事 実観 を批 判 して、(1)心 に与 え られ る事 実 、現 象 、(2)こ の現 象 、事実 の概 念

図式 にお ける解 釈 、(3)解 釈 され た現 象 、事 実 につ いて の言 明 、 の三者 を区別 す る必要 を

説 いて い る。 これ は シュ ッツにい わせ る と 「言 明 とその言 明が扱 って いる現象 を取 り替 え

るパー ソンズの傾 向」(Schutz&Parsons l1977→1978=1980:78])ゆ えの ことであ る。

 パ ー ソ ンズ は、 シ ュ ッツのい う(1)を 現象 と して理 解 し、(2)と(3)を あ わせ て事実(厳 密

に は(3)は 「事実 の 関係 につ いて の言 明」)と 措 定 した用 語 法 を用 い てい る。 これ だ け を

み ると、パ ー ソ ンズの言 明 と しての 「事実」 とい うこ とば の使 い方 に、ベ ル グソニ ア ンか

つ現 象学 者 であ るシュ ッツが 、意識流 にお け る体験 に こそ 「事 実」 の名が ふ さわ しい と、

目 くじらを立て ているだけの ようだ。 た しかに この二 人の哲学 的背景の違い は興 味深 いが、

ここでは詳論で きない。重要 なのは 「事実」 とい う概念 と日常性一科学性 の関係 であ る。

 シ ュ ッッ に とって 「事実」 も現 象 も心 に与 え られた体験 を さしてお り、 「理解 され る必

要 があ る」 とい ういみで 、 ことば以外 に違 いは ない。パ ー ソ ンズの い う現象 が概念 図式 を
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用い て言 明 され る必要 があ るの と同 じように、 シュ ッツのい う 「事 実 」 は理 解 され る、す

なわ ち概 念 図式 を用 い て解釈 され る必 要 があ る。 ここ までは、 「事 実」 とい うこ とばの定

義 以外 に、両 者の 隔た りは ほ とん ど無 い かの よ うで あ る。実 は、両 者 の違 いは、厳 密 にい

って 「事 実」 とい うこ とばの定 義 をめ ぐる もの では な く、パ ー ソ ンズ が現 象 と呼 び シュ ッ

ッが 「事実」 (も しくは現象 と)呼 んだ ものの解釈 が成立す る場面 の違 いであ る。

 先述 の ように、パ ー ソ ンズは、現 象 につい ての言 明 は科 学 に よって保証 され た もの を頂

点 と して厳 密性 の程度 によって連続 的 に科 学 的次元 か ら日常的次 元 まで広 が ってい る と考

える。 シュ ッッに とって も、現 象 は、 日常 的 な次元 にお いて も科 学 的次元 にお いて も、あ

る概 念 を用 いて解 釈 され なけ れ ば な らない(Schutz&Parsons【1977→1978=1980:74p。

シュ ッッは こう した解釈 の こ とを類型 化作 用 とよぶ。 つ ま り科学 的次元 と 日常 的次 元 は、

類 型化作用 を行 っている とい ういみで 、同質的であ る。

 しか し、 シュ ッツに とって 日常 的 な次 元 と科学 的 な次 元 は非対称 的 な関係 にあ る。 とい

うの は、社会科 学 の対 象 の、 その少 な くともひ とつ は、 日常 的 な次 元 におけ る 「事 実」の

解 釈 なのであ る。す な わち、 日常 的次 元の行為 は科 学 的次元 に先行 して お り、社 会科 学 は

この 日常 的次 元 にお ける 「事実」 の解釈 を研究の対象(の ひとつ)と す る とい うのであ る。

(3)主観 的見地

 ここに シュ ッツ とパ ー ソ ンズの 「主観 的見地」 の違 いが 明 らか となる。パ ー ソ ンズ に よ

る主観 的見 地 とは 「人 間行為 の経験 的現象 につ いて の記述分析 の ため の ひ と組 み の範疇」

をもつ こ とで はあ る。 しか しそれ は、行為 者の 「主観 的現象 は観察 者 に よって記述 され ま

た分 析 され る もの と して のみ 意 味 を も」 ち(Schutz&Parsons【1977→1978=1980:195-

196P、 「主 観 的 な社 会的 世 界 と は 『実 際 に は」 どうい う もの か を考察 す る」 わ け で は

ない(Schutz&Parsons【1977→1978=1980:198])。 パ ー ソンズ にお け る主観 的見 地の採

用 とは、 パ ーソナ リテ ィ体 系 に帰属 す る記述 的 も し くは分析 的範 疇 を採 用す るこ とで あっ

て、行為者 が実 際に社会的世界 を どう経験 してい るか は問題 とな らない。

 しか しシュ ッツに とって、パ ー ソ ンズの い う主観的 見地 とは 「主観 的見地 の解釈 のため

の客観 的 な範疇 」(Schutz&Parsons[1977→1978=1980:110])で しか ない。 シュ ッツに

とって重 要 なの は 「この社 会的 世界 は この世 界の なか で観察 され る行為 者 に とって何 を意

味 す るのか、 また彼 はその 中で 自分 の行動 に よって何 を意 図 したのか」(Schutz&Parsons

【1977→1978=1980:127])を 考 察 す る とい うい み で の主観 的見 地 を採 用 す る こ とであ っ

た。

 シュッツによれば、行為者が社会的 「事実」 をある方法 を以て解釈 しているという日常

的次元の現実は、科学的次元の解釈に先行 してお り、科学的次元の解釈は、主観的見地 を

もってこの 日常的次元の解釈の方法 を考察 しなければならない。 この考え方 は、1954年

に発表 された 「社会科学 における理論構成 と概念構成」のなかでは、二次的構成概念 とし
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ての科学 とい う形 で定式化 されてい る4》。

社 会科 学 者 の 観 察領 域一 一 社 会 的現 実一 一 は 、 その 中 で生 活 し、行 為 し、思 考 す る

人 々に とって、 あ る特 定 の意 味 と関連 性 の構造 を有 してい る。 それ らの 人々 は、 自 ら

が 日常 生活 の現実 として経 験す る この世界 を、一連 の常 識 的な構 成概念 に よって社会

科 学者 に先立 ってあ らか じめ選定 し解 釈 して い る。 … …社 会科 学者 が そ う した社 会的

現 実 を把 握 し よう とす れ ば、彼 の構成 す る思惟 対象 は、社 会 的世界 の なか で 自 らの 日

常 生活 を営 んで い る人の常 識 的な思考 に よって構 成 された思惟 対象 に、基づ け られ て

い なけれ ばな らない 。 したが って 、社 会諸 科学 の用 い る構 成概 念 は 、い わば二次 的 な

構 成概 念 であ る。す な わちそ れは 、社 会 的 な場 面 にい る諸 々の行為 者 が構 成 した構成

概 念 につ いて の構 成概 念 であ る。社会 科学 者 が、 自 らの携 わ る科 学 の手続 き上 の諸規

準 に したが って観 察 し説 明 しなけ れば な らないの は、 そ う した行 為者 の行動 なので あ

る(Schutzl1954→1962:59=1983:122-123])。

社会的事実についての第一次的な概念構 成者、すなわち上述 の(2)「現象、事実について

の解釈」 を行なう者が、 日常的な行為者であ り、上述の(3)「解釈 された現象、事実 につ

いての言明」を行なう者すなわち二次的概念構成者が、科学的次元の行為者なのである5}。

3.科 学的理論構成 の諸公準

(1)社会科学 的概念構成の ための諸公準

 そ れ で はシ ュ ッツ は 「合 理性 」 概 念 を どこに位 置づ けて い るの か。 実 は 、 シュ ッッ も

「合理 性」 は科学 的次 元 において のみ成 立す る と考 えて い る。 しか し、一見 パ ー ソンズ と

似 たこの見解 は、 シュ ッツの科学 的概念構 成 の議論 の なかで違 った姿 を現 して くる。 まず、

シュ ッッの科学 的概 念構成の ための諸 公準 を辿 って 、シュ ッツの科 学論 を整理 してお こう。

 シュ ッッは、最 初の著 書 「社 会 的世界 の意 味構 成1か ら晩年 にい た るまで、繰 り返 し理

解 社 会 学 の 方 法 を論 じて い る(Schutz[1932=1988],【1953→1962:3-47=1983:49-108】,

11954→1962:48・66=1983:109-133])。 こ れ らの 仕 事 に一 貫 して して い る の は、 「理

解」 とは社会科学特有の方法ではなく、社会的世界に共通の方法であるとい う態度である。

日常的な行為者は、その 日常的な生活 を営んでい くなかで、自分以外の人間やその活動の

所産とかかわ り、それ らを 「理解」する、すなわち特定の類型によって把握することが必

要となる。この問題に深入 りすることはで きないが、ここで確認する必要があるのは、シ

ュ ッッに とって社会科学的な 「理解」は、人間行為 に関する類型的な把握すなわち構成概

念である といういみで 日常的理解 と同型であるということであ り、ただし社会科学的構成

概念は特有の方法に依拠 しているという点で日常的構成概念 と区別 されるとい うことであ

る。
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 シュ ッッ はこの社 会 科学 的概念構 成 の方法 を、社 会科学 的概念 構成 が依拠 すべ きい くつ

か の公準 として論 じてい る。表1は 、 その諸 公準 を論 文 ご とに ま とめ た もので あ る。 こ

の表 か ら もわ かる とお り、シ ュ ッツの科 学的概 念構 成 に関す る公準 には、論 文の 執筆時期

や文脈 な どによって い くつ かの異 同が あ る。パ ー ソ ンズ の 「社会 的行 為の構 造」 につ いて

の論 考の なかで は、関 連性 の公準 、適合性 の公準 、 論理一貫 性 の公準 が其 々挙 げ られ てい

る(Schutz&Parsons[1977→1978=1980:143・1441)。 この うちで、 関連性 の 公準 は、必

ず しも科学的概念構 成だけで はな く行為一般 において要請 される公準 であ るため、後期 の

(表1)ア ルフレッ ド・シュッツによる科学的概念構成のための諸公準

A)「社会的世界に

おける合理性の問

  題」o

B)「 パーソンズのr社

会的行為の構造∫」

(r往 復舗 」)b

C)「社会的世界と

社会的行為理論]
   C

D)「人間的行為の

鞠 繍と鮮

E)「社会科学にお

ける概念構成と理

 論構成」e

関連性の公準 Of 0 0

適合性の公準 0 0 0 0 O

主観的解釈の公準 0 (○)9 COI h O 0

論理一貫性の公準  (0) ○＼ レ○
2 0

(両 ・ヒ"∫能性の公準)
＼▲σ 一

(合咄 の公胸k   0 レ○

a

b

C

d

e

f

9

h

k

1940年 執 筆 、同年学 会発 表。1943年 論 文 と して発 表(Schutzl 1943→1964:64・88=1991:97-129p。

190年 執 筆(Schutz&Parsollsl1977→1978=1980】)。

1940年 執 筆(Schutz[196U→1964:3・19=1991:19.41J)。 基 本的 にBと 同 じ論文 であ るが、 シ ュ ッッの死後論 文集

が編 まれ た際 にBの 抄 訳 と して とられた 。 この と きBで はひ とつの 「論理 一貫性 の公 準」 で あ った ものが(お そ ら

く編者 によ って)分 割 され 「両 立可能性 の 公準 」が成 立 した。

1953年 執筆(Schutzl 1953→1962:3・47=1983:49・108】)。

1954年 執筆(Schutzl1954→1962:48・66=1983:109・133】)。

「公準 」 と してで はな く、 関連性 の 「原理」 と して論 及 され てい る。

「公準 」 と してで はな く 「主 観的 見地(観 点)」 と して事 実上 論及 され てい る。

「公準 」 と してで はな く 「主 観的 見地(観 点)」 と して事 実上 論及 され てい る。

Aに お い ては 、Dで の ち に内容 的 に 「論 理一貫 性 の公準 」 と 「合理 性 の公準 」 として区別 される ものが 、 「合 理

性 の公 準」 とい う名称 の もとで混 在 してい る。 それ ゆえ、 内容 的 には、Aに おい て も 「論 理 一貫性 の公 準」 につ

いて言 及 され てい る と考 え て よい。 なお、Bお よびCで 言及 され てい る 「論 理一 貫性 の公準 」 はDで いわ れて い る

もの に近 い。

。参照。

i参 照 。
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論文 では行 為論 にお け る基礎 概念 と して扱 われ、社 会科学 的概 念構 成 に特 有 の公準 と して

は論 じられない。 また、の ち に主観 的解 釈の 公準 と して 定式化 され る ものは 、行 為理 論 に

おけ る主観 的見地 の問題 とい うか た ちで、 『往 復書 簡」 にお さめ られて い る 「社 会 的行為

の構造」 に関す る論考 やパ ー ソ ンズ とのや りと りの なか で頻 出 して い るため 、内容 的 には

すで に論及 され てい る とみ な して よい。 この ように考 える と、 シュ ッツに とって基本 的 な

社 会科学 的構 成概念 に特 有 の公準 は、主観 的解 釈の 公準 、論理 一貫性 の公準 、適 合性 の公

準 の三 つで あ る と考 えて よいであ ろ う。 また この三 つの 公準 は、 「社 会 的世界 にお け る合

理 性 の問 題 」 にお い て も事 実 上 論 及 され て い る(Schutz【1943→1964:81・88=1991:119-

129】)。 まず これ らの公準 を辿 っ て、 シ ュ ッツ の社 会科 学 的構 成 概念 の特性 を明 らか に

しよう。 この 中でシュ ッツの 「合理性」 の位 置 も明 らかにな って くる。

(2)主観的解釈の公準

 主観的解釈の公準は、 『往復書簡」のなかでも論題 となっていた主観的見地を、シュ ッ

ッのいういみで とる必要 を主張 している。シュッツに とって、ある行為を理解す るために

は、その行為が行為者にとって持っている当の行為の意味を理解 しなければならない。

 シュッツによれば、他者の行為の 「真の」 主観的な意味 を、その相互行為の相手や観察

者が把握することは原理的に不可能である。ヴェーバーの例によれば、木に斧を振 り下ろ

す人間の行為 は、給料のためなのか、 自家用のため なのか、気晴 らしのためなのか、興奮

のあま りなのか、た しかに其 々を主観的意味 と把握することで理解可能になる(Weber

【1922=1972:15])。 しか し、当人に とっての実際の意味は、 このうちの どれなのだろ う

か。 もし相互行為者な り観察者な りが、当人にその主観的意味を尋ねることがで きた とし

て も、そこでのこたえが 「真の もの」である保証はない。ある行為の当人にとっての主観

的意味は、他者にとっては常 に蓋然的なもので しかない。ただ、 日常生活 においては、こ

の蓋然性 を信 じることで大概の場合用は足 りる。普段の生活では厳密な意味での他者 にと

っての当の行為の意味を知る必要はなく、い ままで自分が してきたとお りにそれを解釈 し、

その解釈が明 らかに覆されるまでそれを信 じることで大 きな齪酷は生 じない。

 社会科学的な次元 において、行為者の行為の主観的意味を科学的観察者が把握 しようと

試みる場合 も基本的な状況は変わらない。 とすると社会科学は、 日常的に成立 している蓋

然性に基づいて、単に蓋然的なかたちでのみ他者の主観的意味 を理解するにす ぎないので

あろうか。シュッツによれば、ここに社会科学的概念構成の工夫がある。 日常生活におい

て もそうだが、ある行為はその観察者にとってはじめからある類型(た とえば 「木 を切 り

倒す人」)と して経験 される。社会科学的な概念構成 も、同様 に類型を構成することに変

わりない。 しか し、社会科学において構成 される類型は虚構である。社会科学者は、具体

的な行為者に関 して類型を構成するが、そこで構成される類型は具体的な行為者ではない。
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1社 会科 学 者 は】観 察 した こ とが らを もと に、 諸 々 の類 型 的 な行 動 パ ター ン、つ ま り

諸 々 の類 型 的 な行 為経 路 パ ター ンを構 成 す る。 さらにひ き続 い て、彼 はそれ ら類型 的

な行為経 路 パ ター ンに、 ひ とつ または複 数 の理 念上 の行 為者 モ デ ルを整合 的 に帰属 さ

せ る。 か くして社 会科 学者 は、 この仮 構 的 な意 識 に一組 の類 型 的観 念 、 目的 、 目標 を

帰属 させ るが、 それ らは想 像上 の行為 者 モ デルの見 掛 け上 の意識 の なか では 変化 し

ない と想 定 され てい る。 ……社会 科学 者 は、 自らが構 成 した 日常生 活 の社 会的世 界 の

モ デ ルの なか に住 まわせ てい る、 こ う した複数 の 人間模型 の 間 に、動機 、 目標 、役割

の複 数の組 合せ一一 要す るに諸 々の関連性 の体系  を配分す るが、そ こでの配分 は、

考 察 中 の 科 学 上 の 問 題 が 必 要 と す る 仕 方 で 行 な わ れ る(Schutz[1954→

1962:64=1983:129]) o

シュ ッツのい う科 学 的概念構 成が構 成 す る他者 の行 為の 意味 につい ての概念 は、あ る特定

の科学 上 の問題 の視点 か ら切 り取 られ て きたモデ ルであ り、 このモ デ ルは社 会科 学者 に よ

ってその 主観的意 味 を付 与 されて い る。 モ デルが もつ主観 的意 味は 、モ デルの構 成者 であ

る社 会科学者 が付与 した意味以上 の もので も以下の もので もない。社会科学 者 はこ うして、

自らの構 成 した意 味が そ こでの行為 者(モ デ ル)の 主観 的意味 であ る ような社 会 的世界 の

モ デル を構 成す る ことで、 そ こにお け る行 為者 の主観 的意 味 を、 単 に蓋 然性 と してで はな

く確 実 な もの と して扱 うこ とがで きるの であ る。 もち ろんこの ように構 成 され た社 会 的世

界は、具体的 な社 会的世界で はない し、具 体的 な社会 的世 界 と取 り違 え られて はな らない。

パ ー ソ ンズ に対 して シ ュ ッツが 「言 明 と言 明 が取 り扱 って い る現象 を取 り替 える ……傾

向」(Schutz&Parsons[1977→1978ニ1980:78Pと 指摘 して い るのは、 シュ ッツの考 え方

をパー ソ ンズに適 用 した うえで、 この取 り違 えの危険性 を指摘 してい るので ある。

 この ように社 会科学 におけ る行 為者 の主観 的 意味の把 握 を位置づ け た うえで、 シ ュ ッツ

は主観 的解釈の公準 を、1953年 の段 階で、次の ように定式化 してい る。

人間行 為 を説明 し ようとす れ ば、科学 者 は次 の こ とを問わ ねば な らない。す なわ ち個

人の精 神 につ いて どの よ うなモ デ ルが構 成 され うるの か、観察 され た諸 々の事実 を理

解 可能 な 関係 におけ るそ う した精 神 の活動 の所 産 と して説 明す るため に は、 どの よう

な類 型 的 な内容 をそ の精神 のモ デ ルに帰属 させ るべ きなのか 、 これ らの こ とを問 わね

ばな らな い。 この公準 に従 うな らば 、あ らゆ る種 類 の人 間行為 や その所 産 をそれ らが

そ の 行 為 者 に と って も っ て い る主 観 的 な 意 味 に 帰 属 させ る 可 能 性 が 保 証 さ れ る

(Schutz[1953→1962:43=1983:98P o

しか し、 いか に研 究者が 自 らモデル を構 成 しそれに主観的意味 を付与 で きるか らといって、

そ こに何 の制約 もないわ けでは ない。 この概念構 成 の方法 を規定 す るのが 、論 理 一貫性 と
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適合 性 の 公 準 で あ る(Schutz【1954→1962:64ニ1983:1291)。

(3)論理一貫性の公準 と適合性の公準

 適合性の公準は以下のように定式化されている。

人間行 為の科 学 的モ デ ルに含 まれ るそれ ぞれ の こ とば は、次 の よ うに して構 成 されて

い なけれ ばな らない。 す な わち、個 々の行 為者 が類 型的 な構 成概念 に よって指 示 され

た よ うに生 活世 界 のなか で行為 を遂行 す る な らば 、そ うした人 間行 為 は、 その行為 者

の相 手 に とって と同 じく行 為者 自身に とって もまた、 日常 生 活の常 識 的な解釈 とい う

観 点 か ら理 解 可 能 で あ ろ う 、 と い う よ う に 構 成 さ れ て い な け れ ば な ら な い 。

(Schutz[1953--1962:43=1983:98]) o

この公準は、研究者の構成 した行為経路や人格の類型を含めた日常世界に関するモデルが、

単なる研究者の妄想ではなく、具体的な日常行為者 も条件 さえ整えば、まさにそのモデル

と同 じように行為するかの ように構成されていな くてはならない と主張 している。この規

準が満た されることによって、研究者 による概念構成が、いわゆる非現実的な概念構成に

陥ることをまぬがれる。この公準はいわば、検証や反証 といったものを含めたいみで、科

学言語によって構成された概念の 日常生活への接続を要請するものである。

 さて、この科学言語についての一般的規定が論理一貫性の公準である。

科学 者 の考案 す る諸 々の類型 的 な構 成概 念 か らなる システ ムは 、最 高 度の 明晰性 と判

明性 を もった概念 枠組 み に よって基 礎づ け られ た うえで、確 立 されて い なけれ ばな ら

ず 、 またそ れ は、 形式論 理学 の諸 原則 と完 全 に両 立す る もので なけれ ば な らない。 こ

の公準 が充足 され るな らば 、社 会科 学 者の構 成す る諸 々の思惟 対 象の客 観 的妥 当性 が

保証 され る。 また、 そ う した思惟 対象 の もつ、厳 密 に論理 的 な性格 は、科学 的 な思惟

対象 を、そ れが乗 り越 えなけれ ば な らない 日常生 活 の常 識 的 な思 考の構 成す る思惟 対

象 か ら 区 別 す る 、 も っ と も 重 要 な 特 徴 の ひ と つ で あ る(Schutz{1953→

1962:43=1983:97)) o

つ まり社会科学者による概念構成は形式論理学に基づいてないなければならない。この概

念構成に用いる論理的な厳密性が、科学の次元と日常の次元を区別する最たるものである。

(4)「合理性」概念 の在処

 こ こで もう一 度、 シュ ッツ とパ ー ソ ンズ との違 い を確 認 してお こ う。 パー ソ ンズ は、 日

常性 と科 学性 をあ らゆ るいみで連続 した次元 として捉 えて いる。 そ して、 シュ ッツが い う
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科 学 的次 元 の論理 的 な厳密 性(お よび科学 的 な手続 きに したが って観察 され た事 実)を 、

あ らゆ る行為 にお け る認知 的 経験 的 「正 しさ」 の規 準 と考 え る。宗 教 や イデ オ ロギ ーの

「真理」 を否 定 は しな いが、そ れ らは認知 的経 験 的 に正 し くはない 。そ して、行 為の 「合

理性 」 を次の ように導 きだす。科学 は認知的経 験 的 に正 しい。 それ ゆえ科学 的規 範 に指 向

す る行為 は認知 的経験 的 に正 しい。 よって科学 に指 向す る行為 が合理 的 な行 為で あ る。パ

ー ソンズ に とって認知 的経験 的 な 「正 しさ」 は
、科学 に依存 し、そ れが 「合 理性」 の根拠

である。

 シュ ッッは、 日常性 と科学性 は、いず れ も類 型化 とい う作 業 をお こな って い る とい う点

で 同型で あ るが 、そ の作 業が基 づ く論理 が異 なって い る と捉 えて い る。 シュ ッツに とって

科学 の領域 は、論 理一 貫性の 公準 で述べ られて い る ような形式 論理 学 に基 づ いた言 明や判

断 に よって構 成 されて い なければ な らない。 しか し、必ず しも、 こ う した厳密 さは、 日常

性 には必要 とされてい ないの だ。 「日常生活 にお け るわれ われの知 識 には仮説 と帰納 と予

言が 欠け てい るわけで は ない。 それ らはすべ て近似 的 な もの とか類 型的 な もの とい った性

格 を帯 び てい るの であ る。 日常 的 な知 識が理 想 とす るのは確 実性 で は な くま してや数学 な

意味 での蓋 然性で もない。 日常 的 な知 識 は、 まさ し く見 込み を理想 と してい るので ある。

…… 日常 的な知識体 系 の一貫性 とは、 自然法 則 に備 わ った一貫性 で は な く、類型 的 な継 起

と関係 に備 わった一貫性 なのであ る」 (Schutz[1943→1964:73=1991:109P。

 シュ ッッに とっては、科 学的 な概念構 成の 規範 であ る論 理的 な厳密 性 は、唯一 の認知 的

経 験 的正 しさの規準 で はない。 この科 学 とい う方法 に よる概 念構 成 は、多様 な多 元的現実

の 意 味 領 域 の うち の ひ とつ に 属 す る にす ぎな い か らで あ る(Schutzl1945→1962:207-

259=1985:9-80])。 シュ ッツが主観 的解釈 の 公準 を強 く主 張 したの は 、必ず しも行為 者 当

人が何 を意 図 して いた か を厳密 に理解 す る必要 があ るか らで はない。 む しろその真 意 は、

行 為者 がお かれた さま ざまな場面 や状 況の文脈 にお け る、それ ぞれ に固有の 、 「合 理性」

とい う規 準 とは異 なっ た、 「理 に適い方 」の秩序 や 論理 を見い だ し、 その もとで 当の行為

を理 解す る必要 をい うた めであ ったの だ。 シュ ッッの主観 的解釈 の公準 は、 こ う した秩序

や論 理 を再発 見す るため の契機 なので ある。 こ こで は この多 元的現 実論 の詳細 にふ れ る余

裕 はな いので 、以上の こ とを確 認 した上 で、次章 で は、 シュ ッツが 科学 的次元 の なか に位

置づ ける 「合理性」 概念の内実 につ いて、 もう少 し詳 しく検討 してみ よう。

4、 シュ ッツにお ける 「合理性」概念

 シュ ッッは 「合理 性 」 とい う概 念 の在 処 につ い て、 「社 会 的世 界 にお け る合 理性 の問

題」 (以下 「合 理性 論文」)の なかで、 「合 理性 とい う概念 がそ もそ も位置 しているのは、

社会 的世 界 を 日常 的 に捉 える とい う レヴェルで はな く、社 会 的世界 を科学 的に観 察す る と

い う理 論 の レヴェルで あ り、合 理性 とい う概 念が 方法論 的 に適 用可 能 な領野 もまた、 そ う

した理論 の レヴェルであ る」 (Schutz【1943→1964:80=1991:119Pと 述べ てい る。
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 実 はこの段 階 で シュ ッツはふ たつの 「合理 性」 概 念 を混用 してい る。表1で も指摘 し

てあ るが 、 この 「合 理性論 文」 の 中で は、適合性 の 公準 お よび主観 的解釈 の 公準 へ の言及

はあ るが 、論理 一貫性 の公準 とい う名 称 はみ られな い。 しか し、論 理一貫 性 の公準 は、 内

容 的 には、 「合 理性 の公準 」 と呼 ばれ る公準 の なか に含 まれてい る。 シュ ッツはお そ ら く

この混用 に気づ い て、後 の論文 で は、 論理一 貫性 の公準 と狭 義の合 理性 の公準 を内容 的 に

も名称 的に も区別す る ようになる(Schutz[1953→1962:44=1983:991)。

「合 理性 論文」 で の合 理性 の公準 に含 まれ る 「合理 性」 概念 の第一 の いみは 、先 に も述べ

た論 理 一貫性 の公準 が成立 して い る とい ういみ での 「合 理性」 であ る。 つ ま り科 学 的理論

構 成 とい う厳密 に論理 的 な行為 の結果 生 じた当の理 論 の論理 的 な性格 とい ういみで の 「合

理性 」で あ る。 これは先 に引用 した論 理一貫 性の 公準 と内容 的 に同 じもので ある。 「合理

性 論 文 」 の な か で は次 の よ うな か た ちで 科 学 理 論 の 論 理 的 厳 密性 が要 求 され て い る。

「(a)形式 論 理学 の諸 原 則 との両立 可 能性 が十 分 に保 た れて い る こ と。(b)そ れ らの諸要 素

が 、 十分 、明 晰 かつ 判 明 に捉 え られ て い る こ と。(c)科 学 的 に検証 可 能 な諸 仮 説 だけ が含

まれてい る こ と。 しか もそれ らの諸仮 説 は、我 々の もって いる科学 的知識 の全体 と十 分 に

両立可 能でなけれ ばな らない」 (Schutz【1943→1962:86=1991:1261)。

 もうひ とつの いみが 、行為 の 「合理性」 で あ る。す なわ ち合 理的 な行為 類型 とはいか な

る類 型で あ るか につ いて の規定 であ る。 シュ ッツはい う。 「社 会的 行為 の理念型 は、 も し

も生 活世 界の行 為者 が、 自分の選 択 に関連 のあ るあ らゆ る要素 につ いて 明晰 ・判 明 な科 学

的知 識 を もち、 しか も もっ と も適 切 な 目的 を実現す るため に もっ とも適切 な手段 を選択 す

る とい う 日常 的傾向 を もって いるな らば、 その行為 者 は類型化 され た行為 を遂行 す るであ

ろ うとい うように構 成 されなければ ならない」 (Schutzl1943→1962:86=1gg1:126】)。

 これ に関 して 、同 じ論文 の別の場 所 で シュ ッツは、合理 的 な行 為 の必要 条件 として 、そ

の行 為が 「熟慮 の うえで選択 された行為」 であ るこ とを挙 げ、 さらに十分 条件 と して 、 こ

の選択 が合 理的 な知識 を前提 に してお り、加 えて その選択 自体 が合理 的で あ るこ とを挙 げ

て いる。 シ ュ ッツの規 定す る 「知 識の合 理性」 とは 「行為 者が その 中か ら選択 しな ければ

な らない諸 要素 のすべ て を明晰か つ判 明 に捉 えて い る場合 に限 って与 え られ る」 もの であ

り、 「選択 それ 自体 の合理性 」 とは 「行為 者 が、 自分の到 達可 能 な範 囲 にあ るあ らゆ る手

段 の なか か ら、 意図 され た 目的 を実 現 す るため に もっ とも適 した手段 を選定 した場 合 にい

え るこ と」 で あ る(Schutz【1943→1962:79=1991:116-117】)。 つ ま りシ ュ ッツの い う合

理 的行為 は、明 晰判明 な知 識 に基づ き、適切 な手段 を用 いた熟慮 された選択行 為 の こ とで

あ る。○この 明 晰 判 明 性 や 適 切 性 の 規 準 は論 理 的 な もの す なわ ち科 学 的 な もの で あ る

(Schutz[1943→1962:79=1991:1171)。 そ れ ゆ え 、合 理 性 の公 準 の な か に い わ れ て い る

「社 会的行 為の理 念型」 は、 「明晰 ・判 明 な科学 的知 識」 お よび 「もっ と も適 切 な手段 を

選択」 す る こ とを条件 と してい る ような類 型 であ る とい う点で 、合 理 的行為 の類型 なの で

あ る。
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 この よ うに 「合理性 論文」 で シ ュ ッツは、科学 の論理 的性格(論 理 一貫性)の 要 請 と合

理 的行 為 の 内容規 定 を、 ひ とつ の公準 内 に混 在 させ て いた。 この混乱 は、1953年 の論文

「人 間 行 為 の 常 識 的 解 釈 と 科 学 的 解 釈 」 で 解 消 さ れ る(Schutzl1953→1962:3-

47=1983:49-108])0

わ れわ れ は、 人 間行為 のモ デ ルについ ての合 理 的 な構 成概 念 と、合 理的 な人 間行 為の

モ デル につい ての構 成概 念 とを、 区別 しなけれ ば な らないの であ る。… …モ デ ルの構

成が 合理 的で あ る とい うこ とと合理 的 行動 につ いて の複数 の モデ ル を構 成す る こ とは

まった く別の ことが らであ り、社会 科学 の モデ ル に限 らず 適切 な仕 方で構 成 され る科

学 の モ デ ル は す べ て 、 前 者 の 意 味 で 合 理 的 な の で あ る(Schutz【1953→

1962:44=1983:99j) o

この段 階 で、 「人間行 為の モデ ルにつ いての合 理的 な概念構 成」 は 「論理一 貫性 の公準」

と して規定 され 、他方 「合理 的 な人間行 為の モデ ルにつ いての構 成概 念」 は、合 理的 な行

為経路類 型 とパ ー ソナル類型 の性格づ けに関す る新 た な 「合 理性 の公準 」 として定 式化 さ

れ てい る。 この新 た な 「合理性 の公準 」 につ いての具 体的 な説明 は、 「合理性 論文 」 にお

け る対 応 箇 所 と ほ ぼ 同 一 の こ と ば で 語 られ て い る(Schutz[1953→1962:45=1983:99-

100])。

 この ようにみて くる と、 シュ ッツに とって科学 的理論構 成 とい う行為 が、 「合理性 」 と

い う観 点 か ら見 て、 非常 に特 殊 な もの であ る こ とが わ か る。第 一 に、(A)そ こで構 成 され

た概 念は論理一貫性 の公準 を満 たすべ く、論 理的 に厳密 である とい ういみで合理的で ある。

第二 に、(B)合 理 的行為 につ いての類型 は、 この論理 一貫性 の 公準 に基づ い て構 成 され る。

す なわ ち、明晰 判明 な知識 に基づ き適 切 にな された熟慮 された選択 を行 な う人格 類型 お よ

びそ の よ うな行 為 類 型 を、科 学 的構 成概 念 に よって構 成す るこ とが で き る。 第 三 に、(C)

科学 的 な概 念構 成 とい う作 業 そ れ 自体が 、(B)で 指摘 した合 理 的行為 の類 型 に近似 した も

の であ る(は ず であ る)。 シュ ッツが 「合理性 論文」 におい て、論 理一貫性 の 公準(す な

わち(A))と 、合理 的 行為 に関 す る類 型(す なわ ち(B))と を混 合 して い たの は、 シ ュ ッツ

が科 学 的理 論構 成(す な わち(C))を 、合 理 的行為 類型((B))の 具 体 的対応 物 と考 え 、 こ

の行為 によって科学 理論の論 理的一 貫性((A))が 達 成 され る と考 えて いたか らであ ろ う。

科 学 的概念構 成 は、理 論の論 理的厳 密 さを もた らす もの と して と同 時 に、合 理的行 為類型

の対応物 として捉 えられ るが ゆえに、 これ らふ たつの側面が混 同 されて しまったの である。

シュ ッツの 「合理性 論 文」 の段 階 での混乱 は、はか らず も"合 理性 概 念が位 置す るの は科

学 的理 論の領 域 であ る"と い うシュ ッツの主張 と表裏 一体 なの であ る。す なわ ち、合理 的

行 為 は科 学 的に構 成 された類型 の ひ とつ であ り、同 時 にこの科学 的類型 構成 とい う行為 そ

れ 自体が こう して構 成 された合理的行為 の類 型に適合的 な行為 なのであ る。
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5.結 語

 シ ュ ッッの い う行為 の 「合 理性」 とは、明 晰判 明な知識 に基 づい た熟慮 され た選択 の こ

とであ った。 この よ うな合 理的行 為 は、 ひ とつの行 為(経 過)類 型 お よびその行 為 を遂行

す る行為 者 につい ての人格類 型 と して 、科学 理論 の なかで形成 され る。 そ して(適 合性 の

公準 に従 えば)こ の合 理 的行為 の類 型 は、科学 的理 論構 成 とい う行為 に関 して構 成 され た

類 型で もある6)。 また一 般 に、 その構 成 方法 が論理 的 に厳密 な もの(の はず)で あ るこ と

に よって、そ こで構成 された科学理論 自体が論理 的に一 貫 した もの である とされ る7)。

 この よ うに して、 シ ュ ッツ に とって科 学的 理論構 成 とい う行 為 は、 「合 理性」 の観 点か

らは特殊 な位置 を占め る。科 学 的理論 は、 「合 理性 」 を 自分 自身 をその典 型 に して規 定 し

てい るか らであ る。 同様 の こ とは、パ ー ソ ンズの 「合理性 」 につい ての規 定 にお い て も顕

著 にみ る こ とがで きる。 シ ュ ッツがパ ー ソ ンズ と区別 され る点 は、 この 「合理性 」 とい う

類 型 は、 日常世 界 にお ける行為 の範型 とはな りえない と主張す る点 であ る。 「合 理性 とい

う理想 は、 日常 的思惟 を特 徴づ けて い る もので はな く、 またそ うで はあ りえず 、そ れゆ え

に合理性 とい うの は、 日常 生活 にお け る人 間行為 を解釈 す る際の方 法論上 の原理 で はあ り

え ない」 (Schutz【1943→1964:79=1991:117】)。

 た しか に、 シュ ッツの 「合 理 的行為」 とい う概念 の定 式そ の ものは、 ヴェーバー か らパ

ー ソ ンズ を経 由す る合理 的行 為概 念 を引 き継 ぐもので あ る8}。 しか し、 シュ ッツに おけ る

行為 の 「合理 性」概 念 は、 ヴェーバ ーや と くにパ ー ソ ンズ と比べ て、 それが行為 理 論 にお

い て 占め る位置が まった く異 な ってい る。 シュ ッツは、 「合 理性」 を、科 学 とい う限定 的

意 味領域 に固有 の原理 と位置 づ けるの であ る。 多 くの場合多 くの 人が この意 味領域 の外 で

暮 ら し、 そ こで は必ず しも科 学的 に明晰判 明 な知識 に基づ いて行為 す るわ けで もな く、科

学 的に適切 な選択 をす るわけで もない。熟 慮す る に して もそれ は科 学 的論理 的厳 密 さに必

ず しも沿 ってい るわけで はない。

 パ ー ソ ンズ な ら、 これ らは合 理 的要素 が低 い行為 なの だ と、す な わち経験 的認知 的正 し

さの程度 が低 い行 為 だ と考 え る ところであ ろ う。 しか しシュ ッッは 、 これ らは、 もと もと

科学 的 な経験 的認知 的正 しさを指 向 してい ない行為 であ る と考 え るのであ る。科学 的 な理

論 を構 成 しよ うとす る態度 と、 日常 生 活の なかで暮 ら してい こ うとす る態度 は、 その態 度

その もの の質が 異 なって い ると考 え るのであ る。 だか らシ ュ ッツはパ ー ソ ンズの ように科

学 的 に合 理的 な行為 を、行為 一般 の範 型 とは考 える ことはで きない 。 も し日常 的世 界の な

かに、 「理 に適 った」 行為 が存在 して い る とす るな らば、 日常世 界 はそれ 固有の 「理 に適

い方」 をもってい るわけである。

 こう して、 シ ュ ッツ は 「合 理性」 概念 を適 用 しうる範 囲 を禁 欲的 に限定 して いる。 この

こ とは 「合理性 」 を科 学 の領域 に閉 じ込め るの と同時 に、そ れ とは違 った種 類 の秩 序 を 日

常世界 に見 いだ そ うとする こ とで もあ った。 ガーフ ィンケ ルは、 こ う したシ ュ ッツの試 み
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を基 に して 、 日 常 的 世 界 に お け る さ ま ざ ま な 「諸 合 理 性 」 に つ い て 論 じて い る

(Garfinkel[1967→1984:262-2831)。 シ ュ ッツの 議論 は 、 日々の暮 ら しの なか で、 さま

ざ まな仕 方で理 に適 って いる とい ういみで の 「諸合 理性」 を見 つ けだす可 能性 を開 くもの

であ ったのだ。

 しか し、他方 で、 シュ ッツが決 して 「諸」合 理性 とい う ような言 い方 を しなか っ た とい

うこ とも忘 れて は なる まい。彼 に とって 「合理性 」 とは、適用 され る領域 こそ限定 され る

がや は り唯 一の もので あ り、特 殊 な規 準 であ ったの だ。 そのい みで は、彼 もまた ヴ ェーバ

ー は もとよ りパ ー ソンズ とさえ通 じる社会学 の伝 統の なかにいるのであ る9)
。

【註 】

1)本 稿 は、 日本学術振興会 特別研究員 としての研 究の一部 である。

2)こ の 間の経 緯 を含 めた シ ュ ッ ッ とパ ー ソ ンズ のや り取 りに つい て の詳細 は 『社会 理 論 の構 成』

(Schutz&Parsons l 1977→1978ニ1980:7-591)の 編 訳者の序言 、序論 を参照の こ と。

3)ヘ ン ダー ソンのパー ソ ンズへ の影響 につ いては(鈴 木[1989])を 参 照の こ と。

4)「 人間行 為の常識的解釈 と科学 的解釈」 に も同様の言及が ある(Schutzl 1953→1962:6=1983:521)。

5)厳 密 にい えば、 日常 的 な観察者 も、 この(3)の カ テ ゴ リー に入 る。 しか し科学 的研 究者 と日常 的観

察者 の違 い は、前 者 は 日常 的 行為 と して の後者 を研 究対 象 と して含 み 、 さ らに前 者 に よる概念 構

成が以下 で論 じる公準 に依拠 してい るとい う点 にある。

6)も ち ろ ん厳 密 にい うな ら、純粋 に合理 的 な行 為 は、科 学的概 念構 成 に よって作 られ た モデル の水

準 におい て しか成 立 しない。科 学 的概 念構 成 とい う行為 自体 は 、あ くまで も理 念 的 に合 理 的で あ

る ことが要請 されている にす ぎない。

7)た だ しこれは、 合理 的行 為以外 の類 型 を構 成 しない とい うの で はな くて、合 理 的で はない行 為 に

つ い て も論 理一 貫 した類 型 を構 成す る とい う こ とで ある。 「非 合理 的 行為 につ い ての合理 的 モデ

ル を構 成 す る こ と」 (Schutzl 1953→1962:44=1983:99P 、 つ ま り論理 的 に厳 密 に構 成 され たモ

デ ル にお ける 人格類 型 に、非 論理 的 な性格 を論 理 的 にあ たえ る(例 え ば、何 らかの理 論 を背景 に

定義 され た分裂病患者 とい う類 型に、特定の妄想 をみ るとい う性格 を与 える)こ とは可能であ る。

8)「 合 理性 論文」 には、 「合理性 」 概念 の重要 な定 義 と してパ ーソ ンズの定 義が 引用 す ら され てい

る(Schutzl1943→1964:64-65=1991:97-981)

9)そ れ ゆ え、 「合 理性」 を科 学 に帰属 させ る こ とが で きる とす る、シ ュ ッッの科学 に対 す る考 え方

は、現 代 の科学 論 の動 向の な かで もういち ど検 討 され なけれ ば な らない。 そ の と き、 おそ ら くシ

ュ ッッの科学 論 は 、多元 的現 実論 とい う文脈 で 、われ わ れの世 界 にお け る 「科 学」 とい う領域 の

位置価 の記述 と して現れ て くるだ ろう。 (矢 田 部[1998j)参 照 。
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